
特別養護老人ホーム 春潮苑  重要事項説明書  

 

 この重要事項説明書は、指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際して、厚生省令（平成 11年第 39号）

第４条に基づき作成するものです。 

 

１ 法人概要 

  法人名 社会福祉法人 貴洋会  

  設立年月日 昭和６０年１０月５日 

  法人所在地 徳島県鳴門市撫養町立岩字五枚１４６番地 

  電話番号 ０８８-６８６－２０８０ 

  代表者氏名 理事長 勝良 洋 

 

２ 事業の目的及び運営方針 

  要介護状態にある方に対し、適正な介護老人福祉施設サービスを提供することにより要介護状態の維持・

改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。 

  また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

３ サービスを提供する施設について 

 ⑴ 施設の概要 

施設名  特別養護老人ホーム 春潮苑 

   介護保険指定事業所番号 ３６７０２０００５８ 

   所在地  鳴門市撫養町立岩字五枚１４６番地 

   管理者  施設長  久次米 昭男 

   電話番号 ０８８－６８６－２０８０   ＦＡＸ番号 ０８８－６８６－２０２６ 

建物の構造 鉄筋コンクリート造り地上２階建て 

延べ床面積 １,６９８.０６㎡ 

開設年月日 昭和６１年５月１日 

入所定員 ５０名 （短期入所 ４名併設） 

併設事業所 指定（介護予防）短期入所生活介護 

      指定通所介護・予防通所事業 

      指定訪問介護・居宅介護事業 

       

 ⑵ 施設の職員体制（主たる職員） 

職  種   従事するサービス種類、業務 人    員 

施設長 業務の一元的な管理 １名（常勤) 

生活相談員 生活相談及び助言 １名（常勤） 

介護支援専門員 サービス計画の作成等 １名（常勤兼務）介護職員と兼務 

介護職員 介護業務 １７名（常勤） 

看護師 

（機能訓練指導員） 

心身の健康管理、保健衛生管理等 

 

看護師 ３名（常勤） 

医師 健康管理及び療養上の指導 ４名（非常勤）内科・精神科 



歯科医師 健康管理及び療養上の指導 １名（往診） 

栄養士 食事の献立作成、栄養指導等 管理栄養士 ３名（常勤） 

   

 ⑶ 主な職員の勤務体制 

   施設長         ８：３０～１７：３０ 

   生活相談員       ８：３０～１７：３０ 

   介護職員   早出   ７：３０～１６：３０ 

          日勤   ９：３０～１８：３０ 

          夜勤  １７：００～翌朝１０：００ 

   看護師    早出   ８：００～１７：００ 

          日勤   ９：３０～１８：３０ 

   医師     内科  週１日 ９：３０～１０：３０  

精神科 隔週 １３：３０～１４：３０ 

   歯科医師   週 1日 １０：３０～１１：３０  

   栄養士         ９：３０～１８：３０ 

 

 ⑷ 主な設備等    

  ○居室      ２０ 室 

   ４人部屋     ９ 室 

   ２人部屋     ７ 室 

   １人部屋     ４ 室 

  ○食堂       ３ 室 

   食堂を設け、テーブル・いす・食器類などの備品類を備えています。 

  ○浴室       １ 室 

   浴室には利用者が使用しやすいよう、一般浴槽の他に特殊浴槽・リフト浴槽を備えています。 

  ○洗面所及び便所   

   洗面所は各階１箇所及び各居室内に１箇所。便所は男女別各階に１箇所備えています。 

○機能訓練室    １ 室 

 利用者が使用できる充分な広さを持つ機能訓練室を設け、目的に応じた機能訓練器具等を備えています。 

○医務室      １ 室 

 利用者の診療・治療のために、医療法に規定する診療所を設け、必要な医薬品及び医療器具を備えてい

ます。 

○静養室      １ 室 

 医務室に隣接して設けています。 

 

４ サービスの内容 

  □ 基本サービス 

  ① 施設サービス計画の作成 入所者の心身の状態や生活状況の把握を行い、入所者及び御家族の生活に

対する意向等を踏まえた施設サービス計画を作成し、同意を得てサービスを開始します。 

  ② 食事    管理栄養士の立てる献立により、栄養並びに利用者の身体の状況等に配慮した食事を提

供します。可能な限り離床して食堂で食事をとることを支援します。 



    朝食 ８：００～  昼食 １２：００～  夕食 １７：３０～ 

  ③ 介護    食事等の介助、着替え介助、排泄介助、おむつ交換、体位変換、施設内移動の付添い、 

相談等の精神的ケア、日常生活上のお世話をします。 

  ④ 看取り介護 利用者の方が終末期を迎えられた場合、利用者及びそのご家族の意向により、尊厳を保 

ちつつ人道的かつ自然な終末を迎えられるよう、看取り介護を選択することができます。 

  ⑤ 入浴    週２回の入浴または清拭を行います。（特殊浴・リフト浴・一般浴等） 

  ⑥ 健康管理  定期健康診断（年１回） 血圧、検温などの健康チェック他 

協力医療機関、嘱託医、看護職員により健康管理に努めます。 

  ⑦ 口腔衛生管理 協力歯科医師の訪問診察により口腔衛生管理に努めます。 

  ⑧ 医療受診  医療の必要性の判断は、嘱託医又は協力医療機関の医師が行います。協力医療機関の受 

         診については当施設で行いますが、状況に応じて御家族に付き添っていただく場合があり 

ます。         

        協力医療機関 

勝良医院  院長 勝良 洋   

所在地 鳴門市撫養町斎田字西発７７－１０ 電話 ０８８－６８６－１２１６ 

         鳴門病院 

           所在地 鳴門市撫養町黒崎字小谷３２    電話 ０８８－６８３－００１１ 

         小川病院 

           所在地 鳴門市撫養町南浜字東浜７１６   電話 ０８８－６８６－２３２２  

⑨ 機能訓練  看護師が機能訓練室にて利用者の状況に応じて機能訓練を実施します。 

  ⑩ 理容・美容 ２ヵ月に１回、理美容サービスを実施しております。費用は別途発生します。 

  ⑪ 行事    ひな祭り、お花見、菖蒲湯、七夕、ゆず湯など季節の行事を実施するほか、利用者の誕 

生月には、お誕生者茶話会・お誕生会を開催します。 

⑫ 金銭管理  原則として預金通帳により入出金を管理します。 

  ⑬ 貴重品等の管理 金銭・貴重品のお持ち込みは紛失等した場合、責任を負いかねますので、なるべく 

お控え下さい。お持ち込みの場合、事務所内金庫でお預かりできますのでお申し出くださ 

い。ご自身で管理される場合は自己管理の徹底をお願いします。 

 

５ 利用料金（令和７年８月１日施行） 

  厚生労働大臣が定める基準によるものであり、介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定します。 

 １単位１０円として計算し、利用者の負担割合に応じた額を負担いただきます。 

 

 □ 介護報酬告示額 

   基本料金                                   （単位／円） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

多 床 室 ５８９ ６５９ ７３２ ８０２ ８７１ 

（加算料金等） 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８ 

看護体制加算（Ⅰ）イ ６ 



精神科医療養指導加算 ５ 

初期加算（入所日より３０日以内） ３０ 

入院・外泊時費用（月６日まで） ２４６ 

安全対策体制加算（入所時１回） ２０ 

協力医療機関連携加算* ５０ 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）* １０ 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）* ５ 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）* １０ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）* 一月の合計単位数の１４％ 

       *印は１月につき、他は１日につきの単位数 

 

□ その他の費用 

居住費及び食費                                  （円／日） 

対  象  者 負担段階 居住費 食 費 預貯金額 

生 活 保 護 受 給 者 

第１段階 ０ ３００ 

 

 

 

 

市町村民

税非課税

世帯であ

り 

老齢福祉年金受給者 

単身1,000万円 

夫婦2,000万円

以下 

年金収入等（＊）８０．9 万円

以下  
第２段階 ４３０ ３９０ 

単身 650 万円 

夫婦1,650万円

以下 

年金収入等（＊）８０．9 万円

超１２０万円以下 
第３段階① ４３０ ６５０ 

単身 550 万円 

夫婦1,550万円

以下 

 年金収入等（＊）１２０万円超 第３段階② ４３０ １，３６０ 

単身 500 万円 

夫婦1,500万円

以下 

上記以外の方 第４段階 ９１５ １，４４５ 
 

   ＊公的年金等収入額（非課税年金を含む）＋その他の合計所得金額 

   食費の内訳（朝食３９０円 昼食５４５円 夕食５１０円） 

   その他の費用（医療費、散髪代、個人的に購入された用品代等）は、別途個人負担となります。 

 

６ 施設の利用に当たっての留意事項 

 ○ 来訪・面会 

   面会時間 通常午前１０時～午後６時（食事・入浴時間を除く） 

   外出・外泊される場合は、行き先・宿泊先等を職員に申し出て下さい。 

   面会時に生鮮食品の持ち込みはご遠慮ください。 

   なお、感染症予防等が必要な時期は、上記に関わらず制限を行うことがあります。 



○ 設備器具の利用 

施設内の設備・器具は本来の用法に従ってご利用ください。また、利用される際には必ず職員に声をか

けてください。 

○ 喫煙・飲酒 

施設内での喫煙及び飲酒はできません。 

○ 持ち込みの制限 

可燃物、刃物などの危険物、騒音・異臭など共同生活上で問題になる物は持ち込みできません。 

また、ペットの持ち込み及び飼育はできません。 

○ 施設内での金銭及び食べ物等のやりとりは、ご遠慮ください。 

○ 施設内での施設の職員又は他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような行為、または宗教活動、政治活動、 

営利活動、その他営業活動はできません。 

 

７ 緊急時等における対応方法 

  入所者の病状の急変が生じた場合のため、あらかじめ、各協力医療機関と対応を定めております。 

  看護職員は入所者に病状等の急変が生じた場合、その状態に応じた対応を直ちに行い、医師の診察が必要

な状態であると判断した場合は、勝良医院に連絡を取り、速やかに適切な対応を取るように努めます。 

  施設での治療が困難と判断した場合は、協力医療機関その他の医療機関への入院を依頼します。なお、救

命措置を含め高度な医療的対応が必要と判断した場合は、消防機関による緊急搬送による対応を取ります。 

 

８ 非常災害対策 

  施設では、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡を密に

し、とるべき措置についてあらかじめ防災計画を作成し、防災計画に基づき、年２回以上入所者の方及び職

員参加の訓練を行います。 

  なお、当施設は南海トラフ地震発生時に最大津波高３～４ｍと想定されています。また、５０㎝以上３ｍ

未満の高潮浸水想定区域に該当します。夜間など人員が少ない時間帯などに十分な対応ができないことを御

了知ください。 

  防災設備として、スプリンクラー設備、自動火災報知装置、誘導灯、消火栓、消化器を設置するとともに、

災害用備蓄品や非常用電源設備の整備に取り組んでおります。 

 

９ 感染症対策 

  集団生活の観点も考慮し、個人の健康管理に気を配っていきます。予防接種をお願いすることや症状のあ

る場合は、居室の変更や居室で食事をしていただくことがあります。 

  感染の広がりを防止するための簡易陰圧装置を、居室６部屋及び静養室に整備しております。 

  また、御家族等の面会の時間・場所・人数を制限させていただくことがあります。 

   

10 事故防止対策 

  職員を配置し事故を未然に防ぐ努力を致しますが、防ぎきれない事故（転倒や転落等）があることのご理

解をお願いします。事故が発生した場合には、保証人等、関係機関に連絡を行うなど必要な措置を講じ、事

故の状況やとった処置について記録します。 

 

11 損害賠償について 

  当施設は、「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」の「介護保険・社会福祉事業者総合保険」に加入



しています。 

  施設の責任により利用者に生じた損害については、施設は速やかに損害を賠償します。 

  ただし、損害の発生について、利用者に故意または過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身状

況を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、施設の損害賠償責任を減じさせていただきます。 

 

12 身体拘束の禁止 

  本人又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行い

ません。やむを得ず身体拘束を行う場合は、同意を得るとともに、対応方法・時間・入所者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

13 虐待の防止 

虐待は人権侵害であり、犯罪行為であるという認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、利用者の 

尊厳の保持・人格の尊重を重視し、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため高齢者虐待防止の 

ための指針を策定し、取組の充実を図ります。 

 

14 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

  感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する指定介護福祉サービスの提供を継続的に実施する  

ため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計  

画に従って必要な措置を講じます。 

  定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

15 個人情報の取扱い 

  職員はサービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を第三者に漏らしません。 

ただし、医療上の必要性がある場合には、医療機関等に利用者等の情報を提供します。 

守秘義務は、利用契約が終了した後も継続します。職員である期間及び職員でなくなった後においても 

その秘密を保持するべき旨を職員に徹底します。 

 

16 苦情相談窓口 

  サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

    苦情、相談は、面接・電話・書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。第三者委員に対して直

接苦情を申し出ることもできます。 

 

苦情受付担当者  生活相談員 岩朝 弘和 

苦情解決責任者  施 設 長 久次米 昭男 

ご利用時間等  原則 午前９時～午後５時(土日・祝祭日除く)   

電話０８８－６８６－２０８０ 

 

第 三 者 委 員   田中  伸 廣 （鳴門市撫養町南浜字東浜７６８）  電話０８８－６８６－３４５６ 

田村   豊  （鳴門市撫養町黒崎字磯崎１５６-２） 電話０８８－６８６－５０３２  

    

 

 



 （公的機関の窓口） 

  ○ 徳島県国民健康保険団体連合会 介護保険課 

    所在地   徳島市川内町平石若松７８－１  電話０８８－６６５－７２０５ 

    受付時間  午前８時３０分～午後５時(土日・祝祭日除く) 

 

  ○ 鳴門市役所 長寿介護課 

    所在地   鳴門市撫養町南浜字東浜１７０  電話０８８－６８４－１１７５ 

    受付時間  午前８時３０分～午後５時(土日・祝祭日除く) 

 

 

 

 

 

私は、本書面に基づいて施設職員（職名         氏名         ）から上記重要事項 

の説明を受け確認いたしました。 

 

令和  年  月  日 

    

       利用者       住所                           

 

                 氏名                        印  

 

 

       利用者の家族等   住所                           

 

                 氏名                        印  


